
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府後期高齢者医療保険における平成３０年度 

及び平成３１年度の保険料率について 

 

 後期高齢者医療制度における保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律

等に基づき、２年ごとに改定する仕組みとなっており、大阪府後期高齢者医療

広域連合においては、平成３０年度及び平成３１年度の保険料率について、平

成３０年２月８日(木) 開催の広域連合議会において議決されましたので、情報

提供させていただきます。 

 

 

１ 平成３０年度及び平成３１年度の保険料率 

(1) 軽減後の一人当たり平均保険料：年額８１，０２７円 

(2) 増減額：年額 ▲２９４円（前２年間の平均保険料実績：８1，３２１円） 

(3) 伸び率：▲０．３６％ 

  ※ 改定後の平均保険料及び伸び率は、政令等軽減後の数値で算出。 

 

 

２ 保険料算定経過 

・ 高齢化の進展や医療の高度化、予定されている消費税増税の影響等により、

医療給付費の増加が見込まれたところですが、診療報酬マイナス改定の影

響や、医療給付費の直近実績を反映させ、さらに、平成２９年度の財政収

支の精査により見込まれる剰余金１４０億円を活用することにより、保険

料の増加抑制を図りました。 

・また、国基準の改正に伴い、受益と負担の関連、被保険者の納付意識への影

響、中間所得層の負担のバランス等を考慮し、保険料の賦課限度額を現行の

５７万円から６２万円に改定しました。 

・あわせて、低所得者に対する保険料均等割額の軽減措置の対象となる世帯の

軽減判定所得について、国の基準が改正されたことに伴い、５割を軽減する

基準については、被保険者数に乗ずる金額を現行の２７万円から２７万５千

円に、また２割を軽減する基準については、被保険者数に乗ずる金額を現行

の４９万円から５０万円に見直すこととしました。 

 改定後 現 行 増減額等 

被保険者均等割額 ５１,４９１円 ５１，６４９円 ▲１５８円 

所得割率 ９．９０％ １０．４１％ ▲０．５１％ 

賦課(最高)限度額 ６２万円 ５７万円 ５万円 

報 道 提 供 資 料   

平成３０年２月８日 

大阪府後期高齢者医療広域連合  

資格管理課長  関 口 富美夫 

電話：０６－４７９０－２０２８ 



 

 【参考資料】 

 

○ 後期高齢者医療制度の概要と保険料 

・後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、

高齢世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、７５歳以上の 

高齢者等を対象とする医療制度として、平成２０年４月から施行されま 

した。 

・後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しくご負担いただく 

「被保険者均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」で 

構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。 

  ・所得の低い方等には、以下の保険料の軽減措置等が適用されます。 

① 被保険者均等割額の軽減措置 

世帯の所得水準に応じ、９割・８.５割・５割・２割軽減。 

② 会社の健康保険などの被扶養者であった方（元被扶養者）の軽減措置 

所得割額を賦課しない。 

   ・保険料軽減特例措置の見直し 

将来にわたって持続可能な医療制度にしていくことを目的とし、国より、

平成 28 年度まで一部の方に適用されていた保険料に係る「特例措置」

を、平成 29 年度から段階的に見直すこととなりました。 

区分 ～平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

元被扶養者 

均等割軽減 
９割軽減 ７割軽減 ５割軽減 

資格取得後２年間

に限って５割軽減 

一定所得者 

所得割軽減 
５割軽減 ２割軽減 軽減なし   

 

○ 所得階層別の年間保険料算定例 

  ・別紙のとおり（単身世帯及び夫婦二人世帯、収入は年金のみの場合）。 

・年金収入額の区分は、現行の被保険者均等割額の軽減割合区分の上限等

で作成。（例えば、年金収入額が８０万円以下の場合、被保険者均等割額

が９割軽減。９割軽減は被保険者の約２５％が該当） 

・上段の表が現行保険料、下段の表が改定保険料。最下段に増減額（年額・

月額）を表示。 

 

○ これまでの保険料率 

  平成 20・21年度 平成 22・23年度 平成 24・25年度 平成 26・27年度 平 成 28・ 29 年 度 

被保険者均等割額 ４７,４１５円 ４９,０３６円 ５１,８２８円 ５２,６０７円 ５１，６４９円 

所  得  割  率 ８．６８％ ９．３４％ １０．１７％ １０．４１％ １０．４１％ 

賦課(最高)限度額 ５０万円 ５０万円 ５５万円 ５７万円 ５７万円 

 

○ 大阪府後期高齢者医療広域連合 

・府内４３市町村で構成 

  ・平成３０年１月末の被保険者数：１，０９１，３１２人 

  ・事務所：大阪市中央区常盤町 1 丁目 3 番 8 号 中央大通ＦＮビル８階 



（参考)　年間保険料額

(1) 単身世帯（収入は年金のみ）の場合 平成２９年度

８０万円 １６８万円 １９５万円 ２１７万円 ３００万円

０円 ４８万円 ７５万円 ９７万円 １８０万円

単身世帯（収入は年金のみ）の場合 平成３０年度

８０万円 １６８万円 １９５万円 ２１７万円 ３００万円

０円 ４８万円 ７５万円 ９７万円 １８０万円

年　額 ▲１５円 ２，３３４円 ６，５２４円 ▲３，３９１円 ▲７，６５５円

(1月当たり) （▲１円） （１９５円） （５４４円） （▲２８３円） （▲６３８円）

※一定額までの所得に適用されていた所得割の軽減措置は廃止となりました。

  

５，１４９円 ２２，５７３円 ６７，３２５円

※４１，５８０円

１４７万円０円

５１，４９１円

１９７，０２１円

１４５，５３０円

５，１４９円 ７，７２３円 ２５，７４５円

５，１６４円

５，１６４円 ２０，２３９円 ６０，８０１円

７，７４７円 ２５，８２４円

２０４，６７６円

９割軽減 ８．５割軽減 ５割軽減

０円 ※１４，８５０円

１５万円 ４２万円

４３，７２２円 １５３，０２７円

１４７万円

５１，６４９円

８．５割軽減 ５割軽減

４２万円

１５３，０２７円０円

２割軽減 ２割軽減

３４，９７７円

９割軽減

６６，６２４円１２，４９２円

１０４，５５２円

６４万円

６３，３６０円

２割軽減

４１，１９２円

２割軽減

４１，３１９円

１０７，９４３円

６４万円

６６，６２４円

年金収入額

所得額

基礎控除後の

総所得金額等

軽減前の
所得割額
所得割額の

　被保険者均等割額＝５１，６４９円　　　所得割率＝１０．４１％

　被保険者均等割額＝５１，４９１円　　所得割率＝９．９０％

０円 １５万円

０円 １５，６１５円

軽減後の
所得割額　①
被保険者均等割額
の軽減割合

軽減割合

年金収入額

所得額

基礎控除後の

軽減後の被保険者
均等割額　②
保険料総額（円）
　　　　　　①＋②

被保険者均等割額

総所得金額等

所得割額　①

　　　　　　①＋②

増減額

の軽減割合
軽減後の被保険者
均等割額　②
保険料総額（円）

公的年金等控
除額(120万円)

基礎控除
額(33万円)

公的年金等控
除額(120万円)

基礎控除
額(33万円)



(2) 後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合 平成２９年度

　被保険者均等割額＝５１，６４９円　　　所得割率＝１０．４１％

●妻の年金収入額７８万円は、基礎年金額を例としています。

夫 ８０万円 １６８万円 ２２２万円 ２６６万円 ３００万円

妻 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円

夫 ０円 ４８万円 １０２万円 １４６万円 １８０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ６９万円 １１３万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５，６１５円 ７１，８２９円 １１７，６３３円 １５３，０２７円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ２割軽減

妻
夫 ０円 １２，４９２円 ７１，８２９円 １１７，６３３円 １５３，０２７円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円
９割軽減 ８．５割軽減 ５割軽減 ２割軽減

夫 ５，１６４円 ７，７４７円 ２５，８２４円 ４１，３１９円 ５１，６４９円

妻 ５，１６４円 ７，７４７円 ２５，８２４円 ４１，３１９円 ５１，６４９円

夫 ５，１６４円 ２０，２３９円 ９７，６５３円 １５８，９５２円 ２０４，６７６円

妻 ５，１６４円 ７，７４７円 ２５，８２４円 ４１，３１９円 ５１，６４９円

合計 １０，３２８円 ２７，９８６円 １２３，４７７円 ２００，２７１円 ２５６，３２５円

後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合 平成３０年度

　被保険者均等割額＝５１，４９１円　　所得割率＝９．９０％

●妻の年金収入額７８万円は、基礎年金額を例としています。

夫 ８０万円 １６８万円 ２２２万円 ２６６万円 ３００万円

妻 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円

夫 ０円 ４８万円 １０２万円 １４６万円 １８０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ６９万円 １１３万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 ※１４，８５０円 ６８，３１０円 １１１，８７０円 １４５，５３０円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

９割軽減 ８．５割軽減 ５割軽減 ２割軽減

夫 ５，１４９円 ７，７２３円 ２５，７４５円 ４１，１９２円 ５１，４９１円

妻 ５，１４９円 ７，７２３円 ２５，７４５円 ４１，１９２円 ５１，４９１円

夫 ５，１４９円 ２２，５７３円 ９４，０５５円 １５３，０６２円 １９７，０２１円

妻 ５，１４９円 ７，７２３円 ２５，７４５円 ４１，１９２円 ５１，４９１円

合計 １０，２９８円 ３０，２９６円 １１９，８００円 １９４，２５４円 ２４８，５１２円

▲３０円 ２，３１０円 ▲３，６７７円 ▲６，０１７円 ▲７，８１３円

（▲３円） （１９３円） （▲３０６円） （▲５０１円） （▲６５１円）
増減額

年　額

(1月当たり)
※一定額までの所得に適用されていた所得割の軽減措置は廃止となりました。

被保険者均等割額の軽減割合

軽減後の被保険者

均等割額　②

保険料総額（円）

　　　　　　①＋②

年金収入額

所得額

基礎控除後の

総所得金額等

所得割額　①

所得割額　①
被保険者均等割額の軽減割合

軽減後の被保険者
均等割額　②
保険料総額（円）

　　　　　　①＋②

年金収入額

所得額

基礎控除後の

総所得金額等

軽減前の
所得割額
所得割額の
軽減割合
軽減後の

公的年金等控

基礎控除

公的年金等控

基礎控除




